
特掲診療料の施設基準に係る届出
・薬剤管理指導料

・救急患者連携搬送料2 

・訪問看護遠隔診療補助料

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料注2に規定する在宅陽圧呼吸療法充実管理体制加算

・在宅療養支援病院

・在宅時医学総合管理料 ・施設入居時等医学総合管理料

・がん治療連携指導料

・介護保険施設等連携往診加算 ・CT撮影及びMRI撮影

・脳血管疾患リハビリテーション料 （Ⅲ） ・運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

・二次性骨折予防継続管理料2 ・二次性骨折予防継続管理料３
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